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四万十町教育委員会会議録（令和７年１１月定例会） 

 

 

１．日 時   令和７年１１月５日（水）午前９：００～午前１０：３７ 

 

２．場 所   四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 

３．出席者 

 教育長  山脇光章 

 教育委員 横山順一  谷口和史  野中裕子  西谷史 

 事務局  教育次長兼学校教育課長 川上武史 

      生涯学習課    課長  今西浩一 

学校教育課   副課長  真城和也 

         係長  横山光一  都築桂   

        対策監  浜口千茶 

教育研究所    所長  野村泰子 

 

４．傍聴者 

  ０名 

 

５．日 程 

（１）開会 

（２）教育長あいさつ 

（３）会議録署名委員の指名  （谷口委員） 

（４）議題 

① 議案第１号 四万十町招致外国青年就業規則の改正について 

（５）協議事項 

① 奨学金制度について 

（６）報告事項 

① 令和６年度 生徒指導上の諸課題について（四万十町の現状） 

（７）その他 

① 高南台地総合美術展覧会について 

② 二十歳の集いについて 

③ 今後の日程について 

 

６．議 事 

川上教育次長： ただ今から、令和７年 11 月定例教育委員会を始めたいと思います。 

教育長 ： それでは、議事に従い進めたいと思います。日程３、会議録署名委員の指名です。

本日の会議録署名委員を谷口委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

      それでは早速、日程４、議題へ移りたいと思います。四万十町招致外国青年就業規

則の改正についてを議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。 
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（事務局より「議案第１号四万十町招致外国青年就業規則の

改正について」、を説明する。） 

 

教育長 ： ただ今、説明がありましたけど、質問、ご意見等ございましたらお願いします。特

にないですかね。今までも適用はしていなかったですけど、整合性を取る意味から本

規則で明文化したというところでございます。 

真城学校教育課副課長： 他市町村では、この記載を今年になって改正しているところもございましたので、

四万十町のほうとしましても、合わせるような形で改正しております。 

教育長 ： 町全体の会計年度任用職員の条例の関係もございまして、大枠では全国の外国青年

招致事業の中ではありましたけど、明文化を改めてしたという規則の改正でございま

す。よろしいでしょうか。 

      それでは、議案第１号四万十町招致外国青年就業規則の改正については、ただ今、

提案理由の説明のありました原案のとおり、承認していただけますでしょうか。 

全委員 ： はい。 

教育長 ： ありがとうございます。続きまして、日程５、協議事項に移りたいと思います。奨

学金制度についてを協議をしたいと思います。事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局より「協議事項①奨学金制度について」を、説明する。） 

 

教育長 ： 町の奨学金の制度、貸付事業について説明がありました。これまでの状況を踏まえ、

来年度から町の募集を停止してはという、教育委員会事務局の案でございます。この

件について、対象世帯の所得、収入基準枠をもっと引き上げて借りやすくするべきで

はないか、また、入学支度金、特に大学ですけど、もっと上げるべきじゃないかとい

う、いろいろなご意見もありました。いずれにせよ、貸付ですので返還してもらわな

いといけないということ、また、現状ではなかなか定期的な返還ができない家庭もあ

って滞納の処理に追われているのが現状です。こういう状況も踏まえ、来年度からは

募集停止をして新たに貸付している方、貸付を継続している方もおりますけど、返還

の事務処理が多くなりますけど、そういうふうにシフトしていけばというところで現

在、この制度自体が一定、つくったときから目的は達成できて、他にもっと活用しや

すいものができた。特に大学のほうは、ご覧のとおり、おりません。ほとんど学生支

援機構のほうを、高校でも勧めているということでもあります。質問、ご意見ござい

ましたらお願いします。 

      西谷委員、どうでしょう。保護者目線として。 

西谷委員： 連帯保証人って一般に返さんかったときの責任を負わされるイメージがありますが、

そこまで町は連帯保証人さん、お願いしますみたいにはならないのですね。 

川上教育次長： もちろん、なります。 

横山学校教育課係長： 滞納者については現在も、連帯保証人の方に、奨学生ないし保護者が返さなかった

ら、保証人が返さないかんでと通知を送らせていただいて、多分、それで連帯保証人の

方が奨学生なり保護者に対して、こんな通知来てるけど大丈夫なのかっていう連絡が行

って返してくるみたいな形になっているので、連帯保証人の方にもその分の貸付の責任

は負ってもらっている状況です。 

教育長 ： 連帯保証人という、これは一定、民法でも認められています。 

西谷委員： そうでないと、返さない人がいますよね。 


